
おしらせ

髙
橋
祐
一
さ
ん
を
教
育
委
員
に
任
命

宝
く
じ
助
成
金
で
備
品
購
入

椅
子
な
ど
を
購
入
し
ま
し
た
。活
用
し
た「
コ

ミュニ
テ
ィ
助
成
事
業
」は
、宝
く
じ
の
社
会
貢
献

広
報
事
業
と
し
て
、宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入

を
財
源
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

飯
樋
町
行
政
区
で
は
、宝
く
じ
の
助
成
事

業
を
活
用
し
、除
雪
機・芝
刈
り
機・座

令
と
教
育
委
員
の
バッ
ジ
を
髙
橋
さ
ん
に
交
付
し
ま
し
た
。

飯
舘
村
教
育
委
員
に
髙
橋
祐
一さ
ん（
深
谷
）が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

辞
令
交
付
式
は
12
月
22
日
に
村
役
場
で
行
わ
れ
、杉
岡
村
長
が
辞

教育委員とはー　
教育委員会を構成する教
育委員は、自治体の長が議
会の同意を得て任命しま
す。任期は４年。飯舘村教
育委員会には、髙橋さんを
含む４人の教育委員が在
籍しています。

教育委員　
（教育長職務代理者）

髙橋祐一さん  （深谷）

令和４年２月号令和４年２月号 2828令和４年２月号 28

４
日	•

仕
事
始
め
の
式
（
議
場
）

９
日	•

飯
舘
村
消
防
団　

出
初
式
（
い
い
た
て
希
望
の
里
学
園
体
育
館
）

	
•

令
和
４
年
飯
舘
村
成
人
式
（
交
流
セ
ン
タ
ー
「
ふ
れ
愛
館
」）

11
日	•

第
２
回
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
推
進
協
議
会
（
村
役
場
）

14
日	•

飯
舘
村　

み
や
ぎ
生
協
・
コ
ー
プ
ふ
く
し
ま

「
地
域
見
守
り
の
取
組
み
に
関
す
る
協
力
協
定
」
締
結
式
（
村
役
場
）

15
日	•

ロ
デ
ィ
＆
ハ
グ
モ
ミ
教
室
（
ひ
み
つ
基
地
ど
き
ど
き
）

17
日	•

第
56
回
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
会
議
（
村
役
場
）

18
・
20
日•

い
い
た
て
ホ
ー
ム　

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
３
回
目
接
種
（
い
い
た
て
ホ
ー
ム
）

19
日	•

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座
（
い
ち
ば
ん
館
）

	
•

認
知
症
カ
フ
ェ
「
ゆ
ず
カ
フ
ェ
」（
交
流
セ
ン
タ
ー
「
ふ
れ
愛
館
」）

20
日	•

行
政
区
長
・
副
区
長
会
議
（
交
流
セ
ン
タ
ー
「
ふ
れ
愛
館
」）

	
•

第
３
回
地
域
み
が
き
あ
げ
計
画
推
進
協
議
会
（
交
流
セ
ン
タ
ー
「
ふ
れ
愛
館
」）

	
•

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
※
職
員
対
象
（
い
ち
ば
ん
館
）

21
日	•

第
57
回
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
会
議
（
村
役
場
）

	
•

農
業
委
員
会
定
例
総
会
（
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
）

24
日	•

第
３
回
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
推
進
協
議
会
（
村
役
場
）

25
日	•

第
58
回
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
会
議
（
村
役
場
）

	
•

飯
舘
村
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
整
備
推
進
会
議
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

	
•

「
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
宣
言
」
に
向
け
た
第
４
回
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
推
進
協
議
会

（
村
役
場
）

	
•

教
育
委
員
学
校
訪
問
（
い
い
た
て
希
望
の
里
学
園
）

	
•

定
例
教
育
委
員
会
（
い
い
た
て
希
望
の
里
学
園
）

26
日	•
飯
舘
村
議
会
第
１
回
臨
時
会
（
議
場
）

28
日	•
乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診
（
い
ち
ば
ん
館
）

	
•

第
４
回
男
女
共
同
参
画
計
画
策
定
委
員
会
（
交
流
セ
ン
タ
ー
「
ふ
れ
愛
館
」）

31
日	•

第
５
回
き
こ
り
・
あ
い
の
沢
利
活
用
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
（
村
役
場
）

１
月
の
村
の
動
き
と
主
な
で
き
ご
と

おしらせ

水道料金（メーター使用料）が改定されます  －令和４年４月使用分より－

水道料金に含まれるメーター使用料を基金に積み立て、その中から支出しています。
　近年、メーター器の単価や交換費用が増加し、また水道利用者の減少などにより、現在のメー
ター使用料では交換費用が賄えない状況にあります。そのため、村では令和２年度より水道事業
運営審議会においてメーター使用料の見直しについて検討を行ってきました。
　その結果、現在のメーター交換費用とメーター使用料との整合を図るべきとの審議会答申を受
け、12月議会にて水道料金の改正条例が議決されました。
　改定後のメーター使用料は、令和４年４月使用分から適用となります。

水道利用者がご使用のメーター器は、計量法により定期的に交換することとされています。
　村では、７年毎にメーター器の交換を行っており、その交換費用は皆さんが納付された

問  建設課建設管理係☎0244-42-1624

飯舘村の水道水は安全です

●  メーター使用料（１ヵ月あたり） ●

                口   径

16mm以下

17mm以上20mm以下

21mm以上25mm以下

26mm以上30mm以下

31mm以上40mm以下

41mm以上50mm以下

51mm以上75mm以下

  改定前

      70円

    140円

    150円

    250円

    300円
 1,450円
 1,750円

 増減額

      70円

      30円

      70円

    100円

    100円

△910円

△910円

改定後

  140円

  170円

  220円

  350円

  400円

  540円

  840円

※ご使用のメーター口径は、検針票または納付書にてご確認ください。

物質自動測定システムを整備し、令和３年度より水
道水の放射性物質測定を毎日行っています。
　また、花塚、田尻、大倉の各浄水場の水道水も週
３回滝下浄水場へ運んで測定を行っており、その結
果は役場内の監視モニターで確認しています。
　もし水道水から放射性物質が検出された場合
は、各浄水場の緊急遮断弁を閉じて、水道水が配
水されないようにするなど、安全な水道水の供給に
努めています。

村では、水道水の安全を確保するため、国の
交付金を活用して滝下浄水場内に放射性

※測定結果は、村ホームページでご覧になれます。
飯舘村HP→組織で探す→組織一覧「建設課」をクリック　または右のQRコードから

令和４年２月号令和４年２月号2929


